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http://nozaki-jinbun.net

特殊詐欺に気を付けて！
　　特殊詐欺とは、犯人が電話やハガキ（封書）等で親族や公共機関の職員等を名

乗って被害者を信じ込ませ、現金やキャッシュカードをだまし取ったり、医療費

の還付金が受け取れる等と言って ATM を操作させ、犯人の口座に送金させる犯

罪（現金等を脅し取る恐喝や隙を見てキャッシュカード等をすり替えて盗み取る

詐欺盗（窃盗）を含む。）のことです。

【特殊詐欺の手口】
・オレオレ詐欺　・預貯金詐欺　・架空料金詐欺　・融資保証金詐欺
・還付金詐欺　・金融商品詐欺　・ギャンブル詐欺　・交際あっせん詐欺
・その他の特殊詐欺　・キャッシュカード詐欺盗

いろんな詐欺があります。メールや手紙・電話などでお金を要求され

たら、一旦電話を切り、落ち着いて誰かに相談しましょう。

被害に遭わないために注意しましょう。

大阪府警察安まちメール

安まちメールは、ひったくり、路上強盗、子供や女性に対する被害情報、特殊詐

欺等情報、公開手配情報、重大事件発生情報、犯罪等注意報を、警察署からリア

ルタイムにお知らせする情報提供サービスです。



もっとリラックスしてスピードをゆるめた生活をしよう

　＊と　　き 毎月第２・３・4木曜日  9：30～11：30　

 10月は、14日・21日・28日です。   

　＊費　　用 無料　※一部、材料費要

　＊対　　象 15歳以上

　＊持 ち 物 折り紙・はさみ

指先を動かしたり、おしゃべりしたり…毎月、折り紙などでいろんな作品をつくっています。

｢なごみ｣スペースに参加してみませんか｢なごみ｣スペースに参加してみませんか｢なごみ｣スペースに参加してみませんか

もっとリラックスしてスピードをゆるめた生活をしよう

7 月は「飛び出すうちわ」

を作りました♪

参加ご希望の方は、10月9日 (土)までに
来館または電話かＦＡＸにてお申込みください。
参加ご希望の方は、10月9日 (土)までに
来館または電話かＦＡＸにてお申込みください。

オリジナルバックを作ろう！　～布クレヨンで絵付けします♪～

※イメージ

＊と　　き 10月22日（金）

 14：00～16：00

＊費　　用 800円　（サイズ 23㎝×28㎝　マチ付）

＊対      象 15歳以上

＊募集人数 5名（多数の場合は抽選）

センターからのお知らせ

　毎年 12 月に開催している「人権バスツアー」は、

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、

皆様の健康と安全を考慮した結果、今年度は開催を中止させていただくことに

決定いたしました。

「人権バスツアー」を楽しみにしてくださっていた皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが

何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。



参加ご希望の方は、10月9日 (土)までに
来館または電話かＦＡＸにてお申込みください。
参加ご希望の方は、10月9日 (土)までに
来館または電話かＦＡＸにてお申込みください。

楽しくつくろう！なごみキッチン　～♪チーズケーキを作ります♪

＊と　　き 10月27日（水）・ 28日（木）

 Ⓐ9：30～12：30　Ⓑ13：30～16：30

＊費      用 1000円（箱付き）

＊対      象 15歳以上

＊募集人数 各6名（多数の場合は抽選）

＊持 ち  物 エプロン・三角巾・台ふき

 手拭きタオル・食器用ふきん

予定している講座に関して、

状況によりやむを得ず変更または中止する場合がございます。ご了承ください。

証明書自動交付機の廃止について証明書自動交付機の廃止について
　　マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付サービス導入に伴い

　自動交付機サービスは平成 30年 7月をもって取扱いを終了しています。

　　現在、当センターに自動交付機は設置されていませんので、

　お間違えのないよう、お気をつけください。

　　　

　「印鑑登録証（ラミネート加工タイプ）」、「印鑑登録証（ダイトン）」

　「市民カード兼印鑑登録証（野崎観音）」、「市民カード兼印鑑登録証（お染久松）」

   印鑑登録証と併合済の「住民基本台帳カード」をお持ちの方は、市民課窓口で印鑑登録

　証明書を請求される場合や印鑑登録印の改印等の際に必要ですので大切に保管してください。

　       　　　　 ※ご不明な点につきましては、市民課にお問い合わせください。

　　　　　                      　  ☎072-870-4011( 市民課直通）

※このカードではコンビニ交付

　サービスを利用できません。



問 い 合 わ せ： 072-879-8810　又は 072-879-1818（FAX 072-879-3611）

 ひきこもり相談専用電話　072-879-2010

ホームページ： http://www.daitonozaki-jinkenkyokai.jp/

特定非営利活動法人　大東野崎人権協会（大東市立野崎人権文化センター内）

生活困窮のこと、人権侵害に関すること、就職や進学、不登校や若者のひきこもり

等の相談を専門の相談員にお話してみませんか？

相談時間：月曜日～金曜日　9：00 ～ 18：00　第１･３土曜日　10：00 ～ 18：00

　　　　　進路の相談は、月曜日･火曜日のみ　20：00 まで相談可能です。

　　　　　※日曜･祝日･年末年始はお休みです。

出張相談　　～生活にかかるワンストップ相談会～
生活のこと、お金のこと、なんでもお話してみてください。

「こんなことでもいいの？」と悩まずに、まずはお気軽にお立ち寄りください。

 深野よろず相談会　

  ●とき：第 1 木曜日　13：30 ～ 16：00　　●場所：深野園住宅集会所

  ●費用：無料　　●予約は不要

 新田よろず相談会
  ●とき：第 3 木曜日　13：30 ～ 15：30　　●場所：防災備蓄倉庫　

  ●費用：無料　　●予約は不要　　　　　　　　　　　　（新田中央公園内）

  ※状況によりやむを得ず中止する場合がございます。ご了承ください。

　 我が国の食品ロス量は年間 612 万トン（平成 29 年度推計）。

それは毎日大型（10トン）トラック約 1,680 台分が廃棄され

ていることになります。家庭からの食品ロスは全体の約半分を

占めています。

　 大切な食べ物を無駄なく消費し、食品ロスを減らすためにひ

とりひとりが心がけましょう。

●食品を「買いすぎず」「使い切る」「食べ切る」

●残った食材は別の料理に活用

●「消費期限」と「賞味期限」の違いを理解

●外食で食べ残しをしない

食品ロスを減らしましょう　《１０月は食品ロス削減月間です》

SDGs　目標 12「持続可能な消費と生産」 
持続可能な消費生産形態を確保する

消費者庁《令和 3 年度版ポスター》


